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平成２２年度第７回しあわせ倍増プラン２００９市民評価委員会 

会 議 記 録 

Ⅰ 日 時 平成２２年１０月１４日（木）１８：３０～２０：３０ 

 

Ⅱ 場 所 中央図書館イベントルーム 

 

Ⅲ 議事次第 

１ 開 会 

２ 議 題 

(1)「しあわせ倍増プラン２００９」取組実績及び達成度等の評価につい

て 

３ その他 

４ 閉 会 

 

Ⅳ 出席者 

１ 委員（１０名）（敬称略） 

 委 員 長 廣瀬克哉 

 委員長職務代理 長野 基 

委   員 磯田和男、伊藤麻美、猪野智久、栗原俊明、延原正弘、

橋本克己、町田直典、三浦匡史 

２ 事務局（４名） 

 安田 淳一（政策局都市経営戦略室副理事） 

 西尾 真治（行財政改革推進本部副理事兼政策局都市経営戦略室副理事） 

 榎本  肇（政策局都市経営戦略室参事） 

 藤澤 英之（政策局都市経営戦略室副参事） 

 ３ 所管職員（１４名） 

本田 正樹（総務局危機管理部安心安全課長） 

大成 義之（総務局危機管理部防災課長） 

丸山 彦文（財政局財政部参事兼用地管財課長） 

塚田 和正（市民・スポーツ文化局市民生活部参事兼交通防犯課長） 

服部  智（市民・スポーツ文化局スポーツ文化部参事兼スポーツ企画課長） 

高橋 陽子（保健福祉局保健部次長） 

志村 忠信（保健福祉局保健部健康増進課長） 

木村あや子（保健福祉局福祉部高齢福祉課長） 

佐藤 崇之（保健福祉局福祉部介護保険課長） 

岡村 健司（保健福祉局福祉部障害福祉課長） 

嘉悦 明彦（保健福祉局保健所疾病予防対策課長） 

豊嶋 謙治（経済局経済部農業環境整備課長） 

松本 行夫（都市局都市計画部都市公園課長） 

遠藤 博久（建設局建築部建築総務課長） 
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１ 開 会 

○事務局 

本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、これより、平成22年度第７回「しあわせ倍増プラン２００９」市

民評価委員会を開催させていただきます。 

なお、本日は、伊藤巖委員、川嶋委員、野崎委員から欠席のご連絡をいただ

いておりますので、ご報告させていただきます。 

続きまして、本日の委員会資料について確認させていただきます。 

皆様のお手元には、本日の次第、座席表、所管課職員出席者一覧、市民評価

委員会開催日程（予定）を配付いたしております。 

資料の配付もれがございましたら、お申し出ください。 

恐れ入りますが、お手元の市民評価委員会開催日程（予定）をご覧ください。 

前回までに６７の事業を評価していただいております。本日の予定としまし

ては、高齢者の分野の７事業、健康・安全・安心の分野の１７事業、合計２４

事業を評価していただきたいと存じます。 

なお、本日使用する資料としましては、「しあわせ倍増プラン２００９取組

実績の評価シート」、こちらにつきましては、事前に、委員の皆様にお配りさ

せていただいているものでございます。また、前回の委員会から追加配付して

おりますが、「しあわせ倍増プラン２００９取組状況（平成２１年度）」、それ

から、「委員評価取りまとめシート」及び「委員評価取りまとめ一覧」、こち

ら２点の資料については、本日、机上に配付させていただいております。配付

もれがございましたら、お申し出くださるようお願いします。 

なお、本日も、会議記録作成のため、写真撮影と録音をさせていただきます

ので、あらかじめご了承願います。 

また、本日も、評価対象事業の各所管課職員が出席をしております。質問へ

の対応をさせていただきますが、説明の終わった所管の職員は退席させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これからの議事の進行は、廣瀬委員長にお任せをいたしたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 題 

（１）「しあわせ倍増プラン２００９」取組実績及び達成度等の評価について 

○廣瀬委員長 

 それでは、これからの議事進行を執り行いますので、よろしくお願いします。 
今日は前回までよりもさらにペースアップをしていかないといけない２４

事業という予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
では、早速、議題の「（１） 「しあわせ倍増プラン２００９」取組実績及び
達成度等の評価について」に入りたいと思います。 

ここまでで６７事業でございますが、あと残りが７２事業、そして今日は、

２４事業ほどが評価対象ということになります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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では、順次、それぞれの事業についての評価をしていきたいと思います。 

 

（31 介護する人への支援体制を充実します） 

 

○廣瀬委員長 

まず、本事業を評価するに当たりまして、所管課に確認したい点などありま

したら、質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

この事業につきましては、全委員の評価が進捗度については、そろっており

ます。１２名全員が進捗度ｂと判定され、点数については７点ということで、

これにつきましては、２１年中に地域包括支援センターの整備についての開設

の準備を整えられたこと、体制強化に向けた事業者への説明会を工程表どおり

に実施をされていることと、工程表どおりの進捗があるということで、ｂの７

点でそろっております。では、この評価について、ご発言がありましたらお願

いをいたします。２１年度は基本的には準備の年という工程表でありますので、

そのとおり準備されたという評価だと思います。特段のご発言がなければ、全

員そろっておりますので、進捗度をｂ、点数を７点として確定をしたいと思い

ます。 

それでは、次の項目に移ります。 

 

（32 配食サービスの拡充を図り高齢者の自立を支援します） 

 

○廣瀬委員長 

では、これに関しまして何か質問がありましたらお願いいたします。では、

評価シートの記述から、栗原委員の質問がありますがいかがでしょうか。 

○栗原委員 

多分、延原さんと一緒のことを言っているような気がしますが、２０年度と

２１年度を比べて、２１年度の利用が少ないというのが目につくのですが、こ

れは何か理由があるのでしょうか。 

○所管課職員 

傾向としましては、利用者の数が僅かずつですが、減少傾向にあります。こ

れは利用者がお亡くなりになるとか、そうした利用者減もございますが、その

理由の一つとしましては、月、火、木、金という週４回の配食という回数が限

られているということがあったのではないかと考えております。また、この制

度は公共を使った福祉施策の一つで、利用者に一定の条件がございますので、

高齢者の増加が、そのままストレートに利用者の増にはつながっていません。

また、本市の配食サービス以外にも、昨今では民間の配食サービスやコンビニ

等のお弁当などが格安で利用できますので、そういうた面でも利用が減ってい

るのかなと考えております。 
○廣瀬委員長 

栗原委員と延原委員がおおむね同様の質問を書かれていますけれども、補足

の質問はございますか。 
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○延原委員 

 そういう分析なら、この事業は必要はないということになりますね。そもそ

もさいたま市の金でさいたま市の、多分独居老人や高齢の方の食の確保を拡大

させようとしている事業ですよね。拡大させようとしているのに、現実は減っ

ている理由が今のご説明からだと、この事業はやる必要はどこにもない。拡大

させようとするのになぜ減っているのですか。拡大させようという清水市長の

基本概念があるわけですよね。お年寄りの方を援助しましょう、食事を食べら

れないところに何らかの援助をして食べていただけるように、健康を維持して

いただきましょうと。H21年度は現実的に減っているのですから、もっと根本
的な理由があるはずです。コンビニ弁当のほうがいいのであったら、コンビニ

よりももっと良いものをつくればいいのですし、今の説明ではコンビとの競争

に負けているから減っている、それから、対象となるお年寄りの数が減ってい

る、多分お亡くなりになったのだろうと、そんなことはありえないと思います、

この高齢化社会に。あるいはなんらかの制限がかかっているから減っているの

だという説明ですが、それならば制限を解除していけばいいのです。なぜ減少

しているのか理由を説明してくださいという私の質問に対して、今のご説明は

説明になっていない。もう一度お願いしたい。 
○廣瀬委員長 

 所管課でどういうふうに分析していらっしゃるか、ご説明をいただきたいと

思います。 
○所管課職員 

 理由の説明についてですが、市長のマニフェストにもございますように、拡

充をするということで、平成２１年度までは配食サービス、先程申しましたよ

うに、月、火、木、金と、水曜日が抜けていますので、平成２２年度の６月か

ら週５回に拡充をして、利用者の利便に応えているところでございます。また、

実施主体は今ボランティアさんをメインに実施しておりますので、そういった

面についても、今後ボランティアの拡充を進めていきたいということで取り組

んでいるところです。 
○延原委員 

 ２１年度は、施策がうまくいかなかったから、２２年度は施策を変えたと、

ということは、２２年度の結果は、当然増えているはずだというご説明ですね。 
○所管課職員 

 ６月から実施しておりますので、今後の利用経過を見ていかなければと考え

ております。 
○延原委員 

 どちらにしても、２１年度は２０年度に比べて減ったわけで、これは間違い

ないですね。私は評価を下につけさせていただきます。 
○廣瀬委員長 

 他に質問がありましたらお願いします。 
○伊藤（麻美）委員 

 今の回答をうかがっていて、これから増やしていく、もちろん統計がまだま
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とまっていない段階なので、未来のことを今から想定しても仕方がないかもし

れませんが、増やしていくことが目的なのであれば、例えば、お年寄りにアン

ケートをとるとか、コンビニが競争相手なのかどうかわかりませんが、コンビ

ニに打ち勝つ味付けにするのか、お年寄りの好むメニューにするのかといった

工夫は考えていらっしゃるのですか。 
○所管課職員 

 現行では、お弁当を注文する際に、例えば、歯の悪い方もいらっしゃいます

ので、キザミ食にするとか、いろいろな工夫をしているのですが、例えば週４

日とか続けて食べるとなりますと、やはりお年寄り向けの味付けですので、中

には飽きてしまうという方もいらっしゃいますので、そういう面でなかなか続

けて利用される方がいなかったという面もあるようです。市としましては、ア

ンケート調査を実施し、配食の回数を増やしたところです。またボランティア

さんが配達をしてくれることで、普段、会話が少ないという状況が解消される

とか、安否確認の面もございます。実際に体調を崩された方を配食の際に見つ

けて一命を取りとめたとケースもございますので、そうした面もありますので

利用される方をもっと増やしていきたいということで、ＰＲに努めていきたい

と考えております。 
○三浦委員 

 私は、個別事業の位置付けのところにコメントで書いたのですが、配食サー

ビスというのは何人に食べてもらうという量的な目標よりも、その配食サービ

スに伴って、安否確認とか虐待などの問題事例の発見など、周辺の課題解決に

つながるサービスというふうに捉えていかないと、コンビニと競争をしてもし

ょうがないと思います。だから、そういうところの評価ができるような、事業

の組み立てというのをしていかないと、増えた減ったでは議論にならないと思

います。２２年度以降の事業評価ではそういうことをしていただいた方が良い

のではと思います。 
○橋本委員 

 配食サービスを週４日から週５日にということなのですが、このサービス利

用実績の数字なのですが、これは単純に週１日利用している人も含むといった、

そういったところですね。今回、週４日から週５日に変えて、実際に週４日か

ら週５日に利用を変えた方はどのくらいこの中ではいらっしゃるのでしょう

か。 
○所管課職員 

 ２２年度の実績の数字については、まだ詳細を把握していないのですが、週

５日に増えたことで、週５回利用されている方もいらっしゃいますし、食の関

係ですので、利用者の好みもあるかと思いますが、まだ週４日の方もいらっし

ゃいます。 
○廣瀬委員長 

おおむね増える傾向にあるのですか、それとも減少傾向は止まっていないと

いう感じなのでしょうか。 
○所管課職員 
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 人数的なことにつきましては、先程の２０年度から２１年度のように、若干

減る傾向があるのですが、このたび週５日に変えましたので、このことのＰＲ

のほうも努めておりますので、若干でも増えることを期待しています。 
○廣瀬委員長 

 ただ、６月からもう実施されているわけですよね。それで登録されているわ

けですから、当然、数字はわかるかと思うのですが、年間の平均がどうなるか

という確定はもちろんまだにしましても、例えば、８月の実績ではどれくらい

なのだろうかというようなことはいかがなのでしょうか。 
○所管課職員 

 すいません。細かい数字は今捉えておりませんので。申し訳ございません。 
○廣瀬委員長 

 では、他にこの事業についてご質問がございましたらお願いします。 
○三浦委員 

 繰り返しになりますが、取組実績のところのコメントに、一つはボランティ

アの数が増えるとか、それから、配食サービスを通じて問題事例を発見して他

のサービスにつないだとか、そういう評価軸になるようなものを入れていって

いただくと、違う評価になると思います。単純に事業実績の数字だけという事

業ではないと僕は思っていますので、その点は考慮していただければと思いま

す。 
○廣瀬委員長 

 他に何かありますでしょうか。それでは、評価内容に入っていきたいと思い

ますが、延原委員は当日採点とお書きになっていますが。 
○延原委員 

 ｂでマイナスの６点にします。 
○廣瀬委員長 

 他に評価を変更される方はいらっしゃいますか。それでは、進捗度につきま

しては、１２名がｂ、点数につきましては１１名が７点で、１名が６点となり

ます。特にご異論がなければ、ｂで確定、点数につきましては、７点と６点の

加重平均を取っていただくということにしたいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（33 空き教室や空き店舗、遊休施設などを活用し、各区に高齢者サロン・介

護者サロンを設置します） 

 

「33-1 高齢者サロン」 

 
○廣瀬委員長 

 では、この項目について、質問がある方はお願いします。 
○猪野委員 
 ６地区では実施したが、５地区で未実施となったと記載されていますが、未

実施となった直接的な理由というのはどういうところにあるのでしょうか。 
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○所管課職員 

 地区の社会福祉協議会のほうにお任せしている状況であり、市の社会福祉協

議会から地区の社会福祉協議会のほうに補助申請の出た件数を捉えているの

で、実際のところ、なぜ未実施になったのかという理由までは捉えておりませ

ん。 
○廣瀬委員長 

 他に質問事項がありましたらお願いします。 
○伊藤（麻美）委員 
 今の回答のところで、任せているからあまりその理由は、というところは、

どうなのかなと感じてしまったのは、市としてもこれは目標にあげているので、

やはり、任せているとしても責任は市のほうにあると思うのですよ。市という

名前がちゃんと出ているのですから。しっかりとした、その辺は確認をすると

いうか、フォローアップをしていかないと、市としても恥ずかしいというか、

その辺の把握はお願いしたいと思います。 
○延原委員 
 私も同じ質問をしますが、これには市の予算は一銭も使われていないのです

か。 
○所管課職員 

 こちらについては、市の高齢福祉課としては、予算は使っておりません。 
○延原委員 
 予算をまったく使わないものが、市長のマニフェストに存在するということ

自体が非常に奇異に感じますが。 
○所管課職員 

 市の社会福祉協議会自体に対して、市のほうから補助金が出ているという形

です。 
○延原委員 
 では、市の金は出ているのですね。では、社会福祉協議会をコントロールし

ている部署はどこなのですか。 
○所管課職員 

 福祉総務課というところです。 
○延原委員 
 この３３番の事業は福祉総務課というところの責任ですか。福祉総務課とい

うところがこの３３－１という事業の責任を持つ部署なのですか。 
○所管課職員 

 いえ、高齢者サロンという名目なので、高齢福祉課が責任を持つ形になりま

す。 
○延原委員 
 高齢福祉課というところは、市の予算が一切関わらない部署でありながら、

責任を持つわけですか。一方で市の金を使っている部署が責任を持たない、非

常に奇異に感じます。評価点数を変えるかもしれないので、突っ込んで話を聞

いています。 
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○廣瀬委員長 

 つまり、一般補助の中で、いろいろな事業目的とか、個々の施策目的を持っ

た活動をやっていただいていると。それで、その一般補助の所管課がどこであ

り、それから、その上で行う事業については、こういう形でこの課が担当して

いて、その直接のお金の所管でないところがどういう形で社協さんのところに

働きかけをして、施策目的を実現しようとされているのか、これをご説明して

いただければいいと思いますが。 
○所管課職員 

 地域の中の地域ケアネットワークというのを、福祉総務課というところがや

っておりまして、そこの中で、地域ケアネットワークを立ち上げていくための

一つのきっかけとしてこのような高齢者サロンとか、高齢者地域ケアネットワ

ークという視点を持つという形でやっておりますので、高齢福祉課から直接お

金は出しておりませんが、市の全体の中のお金で市の社会福祉協議会に対して、

補助金が出ていて、そこから各地区の社会福祉協議会に対してお金が出ている

という流れの中で、やっている事業という形になっております。 
○延原委員 
 民間と役所と、どうも責任の持ち方が全然違うような気がします。私は、２

７地区でやっているので、３０分の２７で、９０％を達成しているので評価を

上げたのですが、何で未達成なのかを説明できないので、もとに戻して、ｃの

４点にします。 
○廣瀬委員長 

 では、この項目につきまして、他に質問がありましたらお願いします。 
○三浦委員 
 質問と意見が混じってしまうかも知れませんが、市社会福祉協議会も、地区

社会福祉協議会も民間団体ですので、補助金を出して、その執行状況を管理す

るのは、市役所に責任があると思います。それで、そもそもＮＰＯなどで自主

的に開いている高齢者サロンも数多くありまして、市社会福祉協議会は、地区

社協だけを対象に補助金をもう一度出すというふうに仕切ってしまっている

のか、それともＮＰＯがやるような自発的な高齢者サロンにも同じように補助

金を出しているのか、そこの実態が知りたいのですが。 
○所管課職員 

 市の社会福祉協議会は、例えばＮＰＯが単独でやっているところに対しては、

多分、出していないと思います。地区の社会福祉協議会に関わっているところ

に対して、地区社協のほうの地域活動補助金という名目で地区の社会福祉協議

会に対して出しております。 
○三浦委員 
 地域ケアネットワークの構築は、ＮＰＯ、いわゆる市民セクターが連帯して

やるべきことだと思うので、地区社協に決め打ちする必要はないと思います。

だったら、そういうふうに考え直して、ここの高齢者サロンの実態をきちっと

把握できるようにする方が、市民に対しても透明度が高いし、補助金の執行も

公正性が高いのではないかと思います。 
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○廣瀬委員長 

 では、他に何かありますでしょうか。では、評価内容に入ってまいりますが、

先程の延原委員の変更がございましたので、進捗度は１２名がｃとなります。

それから、点数ですが、５点が４名、４点が７名、３点が１名となります。こ

の部分につきまして、変更でありますとか、それに伴うご意見がありましたら

お願いします。よろしいでしょうか。では、進捗度につきましては、全員ｃと

いうことになりますので、ｃで確定をし、点数につきましては、５点４名、４

点７名、３点１名の加重平均ということになります。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（33 空き教室や空き店舗、遊休施設などを活用し、各区に高齢者サロン・介

護者サロンを設置します） 

 

「33-2 介護者サロン」 

 
○廣瀬委員長 

 こちらにつきまして、質問事項等がありましたらお願いします。 
○延原委員 

 配られた資料と、オリジナルの２００９を見たときに、２２年度から２４年

度の目標というのは変わっているのですか。どうも変わっているように読めた

ものですから質問します。 
○所管課職員 

 目標につきましては、最終目標が２４年度末までに全地域で実施をするとい

うことになっております。地域包括支援センターで介護者サロンを行うわけで

すが、新たに介護者サロンという形で、市の位置付けを行いまして、実施をし

てまいります。このため体制が整ったところから実施をしていただくというこ

とで、最終目標を２４度末までとしております。 
○延原委員 

 変更があったのか、なかったのかという質問です。私の読み違いかもしれま

せんので、基の本とこれとを見比べたら少し最終目標が大きくなったのかなと

いう気がしたものですから、そういうことではないですか、変わっていないで

すか。 
○事務局 

 基本的に、この評価シートの左側は倍増プランの本体と同じものが記載され

ておりますので、左側のページに関して言えば同じもので、変わっておりませ

ん。 
○延原委員 

 変わっていないですか。それでは私の読み違いですね。目標が上がっている

のは、良いことだなと思ったものですから。 
○事務局 

 これは、２１年度に３か所をやって、２６か所全部で始めるための説明会を
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やったというものです。 
○栗原委員 

 こちらの資料のほうにも書いておいたのですが、３１回開催、延べ２６８人

が参加したということで、増えている傾向と思っていいと思いますが、これを

計算してみると、１か所当たり大体約３回の開催ということで、これで十分な

ケアというのは果たして可能なのかという質問をさせていただきます。 
○所管課職員 

 現状の数で必ずしも十分かといいますと、そうとは私どもも考えてはおりま

せんが、市として介護者サロンを、全市域で取り組むと位置付けしましたが平

成２１年度からですので、できる地域包括支援センターからやっていこうとい

うことで、既に独自で実施していた地域包括支援センターもございましたので、

平成２１年度に早めの取組をお願いしたところ、この回数になったということ

でございます。また、介護者サロンにつきましては、介護者のための講座のよ

うな教育的なものから、介護をしている方が集まっていろいろなお話をするよ

うなコミュニケーション的な取り組みなどいろいろありますので、例えばイベ

ント的な取り組み部分となりますと、地域の住民等に周知を行うためには若干

日数を要すると思われますので、イベント的なものでは、年３、４回くらいな

のかなと思っています。ただ今回一番初めに介護する人への支援体制を充実し

ます、ということで相談体制を整えておりますので、何かご不明なことで地域

包括支援センターへ寄って、ちょっとお話を聞いてもらうことについては年末

年始を除く年中無休でやっておりますので、そういった面でカバーできるのか

なと考えております。 
○橋本委員 

 質問というか意見になるかと思いますが、大変重要な取組で、なおかつ予定

していたより大幅に実施ができたということで、どうしてそれができたのかと

いうことが、もし分析としてあればそれを聞きたいというのが一つと、それを

踏まえて必要な事業ということであって、目標が今後、先程の延原委員の話と

かぶりますが、今後の予定に対して変更があるのか。マニフェストとしてはこ

れだけの数になっているけれども、実際、市としてはこの倍くらいいけるので

はないかと、そういったものがあるのかどうか、意見と質問です。 
○所管課職員 

 まず、介護者サロンという名前で、当初市が予定していた内容と若干違うか

もしれませんが、既存の在宅介護支援センターという組織がございまして、そ

こで介護者サロンという取組を行っていたということもございますし、介護支

援専門員協会、ケアマネジャーさんの協会なのですが、そこでも地区において、

介護者サロンという名目でいろいろな学習会や、教室とかを開催していたとい

う基盤がございましたので、今回、市の方針として地域包括支援センターで実

施することになりましたが、実績のある協会や団体との連携にょり比較的早く

事業実施にこぎつけられたのかなと思っております。また、最終的な目標は２

４年度末ということで考えてはおりますが、これだけ多く実施ができておりま

すので、なるべく早く全地区で実施をしていただいて、またその良い先進事例
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みたいなものについては、情報を共有化することで、その質といいますか内容

を充実していきたいと考えております。 
○猪野委員 

 ２１年度の介護者サロンの実施状況というと、地区によって参加人数がまち

まちになっていて、例えば北区では開催回数が３回、延べ人数が８人で、それ

に対して、浦和区だと開催回数が９回、延べ人数が１４８人というふうになっ

ているのですが、その辺というのは、その地域によって、ニーズが違うのか、

それとも単に周知度が満たされていないから、ばらついているのかお聞きした

いと思います。 
○所管課職員 

 全２６地域に地域包括支援センターがございますが、先程もお話をしました

ように在宅介護支援センターと地域包括支援センターを、一つの事業所が実施

しているところであれば、そうしたノウハウが伝わっているところもございま

して、比較的早く実施ができているところもございますし、介護者サロンとい

うイベントを定期的にやっている事業所や、またそうした情報を利用者の方も

知っていて同じ方が参加されているという傾向もあるのかなと考えておりま

す。また、周知度の違いも確かにあると思いますが、ニーズといいますか、介

護者個人個人の意識が、介護者サロンというものに参加しようというレベルに

まだ達していないという面もあるかと思いますので、今後ともＰＲに努めてい

きたいと思っております。 
○廣瀬委員長 

 他に質問はありますでしょうか。それでは、評価の内容に入ってまいりたい

と思いますが、当初の評価としては１１名がａ、１名がｂ、点数につきまして

は９点が１１名、８点が１名という分布になっておりますが、これにつきまし

てご発言、また、変更がありましたら申し出いただきたいと思います。よろし

いでしょうか。それでは１１名がａ、１名がｂですので、進捗度についてはａ

で確定をし、達成度につきましては１１名の９点、１名の８点で加重平均を取

って、８．９点ということで確定をしたいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（34 シルバー人材センターの充実や団塊の世代の市民活動の推進など、高齢

者が地域で働く場を増やします。） 

 
○廣瀬委員長 

 この項目につきまして、質問等ございましたらお願いします。 
○三浦委員 
 少し辛口ですが、目標達成に至らなかった原因検証が見当たらなかったので

すが、どういうふうに分析なさっているのかお聞きしたいと思います。 
○所管課職員 

 まず一つ、シルバー人材センターに関しては前年度より増えてはいるのです

が、やめている方もいらっしゃるということで、目標に達しなかったという状
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況です。そのシルバー人材センターというのも、特にリーマンショック以降、

ある意味少しくらいのお小遣い稼ぎでいいやという方よりも、むしろ本格的な

お仕事を求めるような方が徐々に増えております。そういう影響で、やめる方

もいらっしゃったのではないかと考えております。シルバーバンクのマッチン

グ件数の伸びにつきましては、前年度に比べましてかなり頑張ったというふう

に思っているのですが、現在コーディネーターの方がボランティアの受け入れ

先獲得のために訪問活動をしたりしておりますし、あともう一つは、シニアユ

ニバーシティの卒業生をシルバーバンクのほうに登録してもらおうというふ

うに考えていたのですが、なかなかそこのところが、昨年度の後半からの状況

で、十分シニアユニバーシティの方たちに説明することができなかったという

状況がありまして、数が増えなかったと思っております。この次の事業のとこ

ろになってしまいますが、今年はそこのところでシニアユニバーシティの方に

福祉科というものをつくって、バンクとコーディネートできるようなカリキュ

ラムをしていこうということで、今年は考えているような状況です。 
○三浦委員 
 団塊の世代の方々が地域に還ってくるインパクトというのはものすごいこ

とで、量的な拡大はすごいと思います。この事業計画（工程表）にある累計  

６，３００人、毎年３００人ずつ会員を増やして、マッチング数も拡大をして

いくと、行政が対個人へのサービスとして職業あっせん的なボランティアコー

ディネートをするというのは、そもそも可能なのかどうかということを疑問に

思います。もうハローワークに近くなってしまうのではないかなと思います。 
○所管課職員 

 シルバー人材センターの存在そのものについては、いわゆる包括的な就業と

いうことよりも、先程言ったように生きがいと健康のため、あとはプラス若干

のお小遣いというあたりの高齢者への就業を紹介していくという組織なので、

そこで完璧な仕事をハローワークみたいな形をとっていくわけではないです。

ですので、今度シニアユニバーシティの方のカリキュラムの中で、例えば、一

こま、シルバー人材とバンクのことを紹介するようなカリキュラムを組んでい

ったりして、現在ある意味シニアユニバーシティに入ってきている方というの

は、ヨコの交流、いわゆるふれあい、北浦和校だったり、大宮校だったり、ヨ

コのふれあいだけを求めてきている方たちをできるだけ、社会参加へ、それ以

外の部分に繋げられればいいということで、シニアユニバーシティのカリキュ

ラムを考えていかなければいけないというふうに考えております。 
○三浦委員 
 コーディネーターの養成が重要だと思いますし、コーディネーターのスキル

とコーディネーターの数ですね、これだけのマッチングをしようと思ったら、

一人がいくら能力を増しても、ちょっと手が足らないのではないかと思うので

すが、いかがですか。 
○所管課職員 

 シルバー人材センターとしては、一応会員一人が一人を誘う運動ということ

で展開してもらって、できるだけきめ細かな活動を勧誘策として会員の人たち
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自身にやってもらうというような形をとっているという状況です。 
○三浦委員 
 本当に、団塊の世代の方たちが地域に戻ってくるというのは、すごく構造が

変わる現象だと思いますので、手法を見直さないと、今の手法の延長線上で量

を拡大していっても成立しないのではないか、破綻してしまうのではないかと

思いますので、構造の見直しをするべきではないかという意見です。 
○廣瀬委員長 

 他に質問ございましたらお願いします。それでは、評価の内容に入っていき

たいと思いますが、現時点で全員１２名がｃという進捗評価になっています。

得点については、２名が５点、９名が４点、１名が３点となっております。こ

れについて、何かご発言、あるいは修正がありましたらお願いします。では、

進捗度につきましては、全員一致しておりますのでｃで確定したいと思います。

点数につきましては、５点２名、４点９名、３点１名ですが、これの加重平均

の４．１ということで確定したいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（35 シニアユニバーシティを充実します） 

 
○廣瀬委員長 

 では、この項目について、質問がありましたらお願いします。それでは、こ

れにつきましては私から一点、どう捉えていらっしゃるかということをお伺い

したいと思いますが、委員からのコメントの中にもありますが、シニアユニバ

ーシティの受講者がシニアユニバーシティに期待をしているものと、それから

シルバーバンクへの登録等でどのような社会的活動をするかということとの

間に、少しギャップがあるのではないかという捉え方も可能かと思いますが、

なぜこれがつながってこないのかということについて、どのように捉えていら

っしゃるか。改善するための方策としては、新しいコースといいますか、新た

な学科の設置の準備等の形で考えられているところですが、それによってどの

くらい効果が上がることを期待してらっしゃるかを含めて、なぜこういう方々

が登録につながらないかということの分析を聞かせていただきたいと思いま

す。 
○所管課職員 

 シルバーバンク自体については、今年度になって、先程のシルバーバンクの

ところでも話がありましたが、土曜チャレンジスクールとか、学習アドバイザ

ーとか、安全管理業務の方とかとのマッチングができているわけなので、ある

意味、地域で必要とされる形でのシニアユニバーシティの学科なりカリキュラ

ムが構成されていけば、そのシルバーバンクの方に登録していただける人が増

えるのではないかと考えています。今ここで１年生課程とかあるのですが、い

わゆる一般教養的なものを学んでいるというカリキュラムになっているので、

そこの部分を少し見直していったほうがいいのではないかというふうに考え

ております。 
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○廣瀬委員長 

 それは従来とは少し違う層の方、あるいは違う動機付けの方が入ってらっし

ゃることを期待して、それでそういう方はシルバーバンクへの登録とかを通し

て、いろいろな社会活動への距離がもっと近いのではないかというようなこと

ですかね。 
○所管課職員 

 そうですね、今年初めて福祉科というのを設けたのですが、その方たちは、

今まだ在学で勉強中なのですが、こちらの方から呼びかけをしておりまして、

今の段階でほぼ全員、バンクの方に登録をしていただいたという状況です。そ

れで、今後シニアユニバーシティの申込みに当たっては、今まではハガキだけ

でやってきたという部分があるのですが、卒業後の地域活動への想いなり考え

なりを文書で出してもらった形で入学させていく、特に大学院の方なのですが、

そのような形をとるようなことで今後はやっていきたいというふうに思って

いるのですが。 
○延原委員 
 まったく別物だと思って評価していたのですが、シニアユニバーシティとか

シルバー大学院をつくる目的というのは何ですか。シルバーバンクへの登録を

増やさせるためのものだとしたら全然違うと思いますが。今のご説明は、ここ

の卒業生をシルバーバンクへ持っていって増やすんだという話で、シルバーバ

ンク、マッチングの話と、シニアユニバーシティとは別物の話だと思っていた

のでお伺いするのですが。市長のマニフェストはそうなっているのですか。 
○所管課職員 

 シニアユニバーシティに入学される方の目的というのは、人それぞれだと思

いますが、今、一年生課程と二年生課程ということで、卒業生がさらに大学院

というところで学ぶという形になっていますので、その学んだ知識を地域社会

に還元していただくという考えのもとで、シニアユニバーシティは成り立って

いるので、そこのところで少しでも地域の中で活躍していただくためにカリキ

ュラムなりを変えていければいいかなと思っております。 
○延原委員 
 そういうふうに入学するときに規定書に書いてあるのですか。 
○所管課職員 

 入学のところには書いておりません。 
○延原委員 
 書いていないのだったらそのご発言は変だと思いますよ。しかも地域社会に

貢献させるためになんていう、あるいはシルバーバンクに登録を促進させるた

めにそういうカリキュラムを組むというのは変だと思います。シニアユニバー

シティとか、シルバー大学院というものはあくまでも市民が市のお金でもって、

社会人として勉強をしたいということに場を提供しているに過ぎないのであ

って。それを３４番と連動させた施策にしているということ自体に違和感があ

ります。結果としてそうならば一向に構わないと思いますが。コメントです。 
○廣瀬委員長 
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 ただ、そこはプランの中でそういう数値目標になっておりますので、そうい

う評価をせざるを得ないと思います。では、この項目について他に質問等ござ

いましたらお願いします。それでは、現時点での評価を見ていきたいと思いま

すが、まず、ｂ評価が９名、ｃ評価が３名になっています。それから、点数の

分布ですが、７点が２名、６点が７名、５点が１名、４点が２名で分布してい

ます。この評価についてのご発言、あるいは評価の変更がありましたらお願い

します。 
○三浦委員 
 私はｂで７点にしました。内部評価の減点要素は、シルバーバンクへの登録

目標に届かなかったということなのですが、僕は逆にシニアユニバーシティに

ついての延原委員のご発言もありましたが、シルバーバンクと直結していない

と思っています。シニアユニバーシティの卒業生はほとんどが交友会だとか同

期生のグループ活動に入っている。だからグループとして、地域貢献や社会貢

献を考えてもらえばよくて、卒業生一人ひとりがバラバラにシルバーバンクに

登録する必要性はどこにもないと思っています。だから減点する必要はないと

考え、シニアユニバーシティの充実ということでは別に減点要素はないと判断

しました。 
○廣瀬委員長 

 それでは、評価に対する発言、あるいは評価の変更等ありましたらお願いし

ます。それでは進捗度がｂが９名、ｃが３名ですので、これにつきましてはｂ

ということで確定をしたいと思います。点数の分布につきましては、７点が２

名、６点が７名、５点が１名、４点が２名と連続した分布になっておりますの

で、この分布で加重平均をとるということにしたいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（36 高齢者を対象とした、（仮称）シルバー元気応援ショップ制度（割引制

度）を創設します） 

 
○廣瀬委員長 

 この項目について、質問がありましたらお願いします。 
○延原委員 
 ２１年度については特段申し上げることはないのですが、これをやろうとし

たら、さいたま市の商工会議所がもう少し積極的に参加してこないと達成しな

いと思います。確か、前回のときに商工会議所に参加している企業数が２万何

千軒かという数字だったと思いますが、そういう前提で評価したときに最終目

標年度の１，０００店舗というのはいくらなんでも低すぎるのではないですか。

もっと、最終年度の目標、累計１，０００店舗という目標値を上げていかない

と、ここでいっている事業は実質的に効果が低い施策になりますね。 
○所管課職員 

 その目標数字ですが、既に市長から指示が来ておりまして、今年度いっぱい

で１，０００店舗いくようにということで、今現在で７７０店舗くらいなので
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すが、そういう意味では２２年度の目標は超えたという状況です。 
○延原委員 
 市長が言う前に課長さんが２４年度までに１万店舗やりますとか、何か大き

な数字を出さないと、これは多分意味のない事業になりかねないですね。良い

施策なのに目標が低すぎるので。 
○廣瀬委員長 

 他に何か質問等ありますでしょうか。それでは、現時点での評価ですが、進

捗度は全員がｂ、得点は全員が７点ということになっています。これに関して

ご発言、それからもし変更がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

２１年度の評価ですから、準備段階では順調だったということで、ｂの７点で

確定をしたいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（37 食生活や運動習慣の改善を支援し、健康寿命の延伸を目指します。～元

気倍増大作戦～） 

 

「37-1 食生活・運動」 

 
○廣瀬委員長 

 この項目について、質問等ありましたらお願いします。 
○猪野委員 
 まず、このヘルスプラン自体がどれだけ市民に認知されているのかというこ

とと、あともう一点、この健康寿命の延伸というのは、絶対的にこのプランに

よるものなのかという２点を疑問に思ったのでそれを聞きたいと思います。 
○所管課職員 

 このプランがどれだけ認知されているかということなのですが、ヘルスプラ

ン２１につきましては、市のホームページや市報で周知するとともに概要版と

いう薄い冊子もつくりまして、こういったものを配布することによって周知を

する。あと講習会等のときに説明等をさせていただいているという形で周知を

図っているところでございます。それとこの事業だけで健康寿命が延伸するか

というお話ですが、この事業だけで確かに健康寿命が延びるというものではな

いと考えております。特に健康寿命を延ばすためには、疾病予防であったり、

やりがい生きがい、そういったものまで総合的に効果を上げていかなければな

かなか健康寿命というのは上がっていかないというのがあろうかと思います。

特に生活習慣病予防の要となる食と運動を一つのきっかけとして自分の健康

を見直していただくということの位置付けとして、特に食と運動を掲げてやら

させていただいているという形です。それで実際上げていくためには、いろい

ろなものが総合的に入らなくてはいけませんし、期間もある程度長く見ないと

なかなか効果が上がっていかないということは認識しているところでござい

ます。 
○猪野委員 
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 特に認知度のアンケートとか調査はしていないのでしょうか。 
○所管課職員 

 市民意識調査が毎年行われており、今年度は、その中に食事バランスガイド

を知っていますかとか、意識的に運動をしていますかという２項目について、

実施していますが、それ以外につきましては食に関しましては、２３年度に市

民の方４，０００人くらいを対象にある程度アンケートをとっていきたい、そ

れから健康づくりに関してはその翌年度、２４年度にアンケートをとりたいと

考えているところでございます。 
○伊藤（麻美）委員 
 質問というより、コメントに書いてあることなのですが、確か前回の子ども

の分野のときに、子どもの食のことについて、朝からしっかり朝ごはんみたい

な項目があったと思いますが、そういうところと連動させたほうがいいような、

無理に部署を分ける必要はなくて、もちろんスタート時点は広げていかなけれ

ばいけないのでしょうが、子どもはいずれ親になっていくのですから、小さい

うちからしっかり、その辺は教育というか、親の世代がしないから、当然市が

しないといけないのかもしれませんが、でもその子どもたちが親になったとき

に、市がこういう取組をしなくても自然とできていることをもっとロングスパ

ンで物事を考えて計画していくことが大切なのではないかと思いました。 
○所管課職員 

 確かに委員のおっしゃるとおりでございまして、学校教育における食育とい

うのは非常に大きなウェイトを占めていると思います。その関係でしあわせ倍

増プランの中の２９番の項目で学校教育における食育を推進しますというこ

とを掲げておりますので、そちらの方とも連動しながら、実際に私どもで健康

づくりをやっていくに当たって、また食育を推進するに当たって庁内の連絡会

というものがありまして、学校部門にも委員に入ってもらって、打合せをして

連動できるような形で進めさせていただいているところでございます。 
○廣瀬委員長 

 他にありますでしょうか。では、評価の中身に入っていきたいと思いますが、

まず進捗度につきましては、１２名全員がｂ、点数７点となっています。評価

内容についてのご発言、あるいはまた変更がありましたらお願いします。よろ

しいでしょうか。２１年度については、基本的に推進ということで具体的な活

動の項目については、まだ出てこない年ではありますが、工程表どおり進んで

いるということですが、コメントのところに私自身書いてありますとおり、

個々の要素がどういう形で成果につながっていくかということは、検証しなが

ら必要があれば修正をかけていくということでコメントしたいと思います。で

は、ｂが１２名ですのでｂで確定をし、７点が１２名ですので、７点で確定を

したいと思います。 
 それでは、次の項目に移ります。 
 
（37 食生活や運動習慣の改善を支援し、健康寿命の延伸を目指します。～元

気倍増大作戦～） 
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「37-2 介護予防」 

 
○廣瀬委員長 

 これについて、質問等ありましたらお願いします。 
○延原委員 
 私は仮の点数をつけていますが、ここに書いてあるとおりで総人数に対して

参加目標数の割合、いわゆるカバー率がどのくらいかお聞きします。 
○所管課職員 

 平成２１年度の６５歳以上の高齢者、約２２万７，０００人なのですが、そ

のうち特定高齢者の対象者と推定されるのが約３万９，０００人、目標人数の

割合は約３％となっております。一般高齢者施策の対象者となるものが約１５

万６，０００人、目標人数の割合が約８％程度となっています。また、水中運

動教室の対象者が６０歳以上で、健康に不安のある方及び要支援１・２の方と

なっておりますので、仮に数字を置きますと対象者約６万４，０００人となっ

ております。国におきましては、高齢者人口の約５％が特定高齢者施策に該当

するのではないかといわれておりまして、先程言いましたように、さいたま市

のほうでは約３％程度と低めなのですが、各政令市の状況と比較しますと、さ

いたま市の対象者は高い割合になっております。 
○延原委員 
 特定高齢者が推定何人で、そのうちの何人を参加させようとしている目標か、

そのカバー率を教えてください。１％、２％のカバー率では事業にならないの

で。内部評価ではａの９点としていますが、対象の目標が１％の人しかいない

のであればａの９点などという評価はできないので、下げさせていただきます。

例えば８０％をカバーしているのであれば、私はａの９点をそのままつけます。

非常にシンプルな質問です。 
○所管課職員 

 ６５歳以上の方で生活機能評価の受診者数が６万５，００５名、うち特定高

齢者の候補者と推定される方が１万２，９３６人、割合にしますと１９．９％

です。 
○延原委員 
 要するにカバー率が約２０％ということですか、そんなに多いのですか、今

の数字ちょっと変な計算ですね。後でここの三つのカバー率を正確に教えてく

ださい。そんなにかたい質問しているわけではないですから。 
○事務局 

 後ほどでよろしいでしょうか。 
○延原委員 
 構いません。 
○廣瀬委員長 

 それでは、他の委員から何かご発言がありましたら。 
○事務局 
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 確定した数字をお聞きにならないとここの評価は難しいということですか。 
○延原委員 
 そうですね、稼働率が低ければ点数を下げさせていただきますし、稼働率が

よければひょっとしたら１０点をつけさせていただくかもしれませんし。 
○事務局 

 もしよろしければ、先に進んでいただければ。 
○廣瀬委員長 

 それでは、仮置きの現時点での評価について、入っていきたいと思いますが、

１０名がａ、２名がｂとしていますが、ａの９点が１０名、ｂの８点が２名と

なっています。評価について、ご発言がありましたらお願いします。 
○三浦委員 
 介護予防なので、特定高齢者、いわゆる元気アップシニアのほうを重視すべ

き施策だと思います。先程ちらりとうかがったカバー率でいうと特定高齢者の

カバー率のほうが目標値が少ない、パーセンテージも低いですね。元気なお年

寄りが無料でうんどう教室に参加できれば、それは喜んで来るのは当たり前で、

むしろ元気アップシニア、特定高齢者の方々、ちょっと運動を敬遠されるよう

な方々に何とか来てもらって運動をしてもらってこそ行政施策だと思います。

元気な方が１．４倍来てくれたからといって浮かれていてはいけなくて、特定

高齢者の方の参加率をもっと伸ばさなければいけないと思いましたので、目標

は達成していてちょっと上ということで、ｂの８点をつけました。 
○延原委員 
 私は、３７－１と３７－２というのは、もっと本音の部分があるのだろうと

思っています。今、国保は全部市の運営です。だからこの国保に出している金

額を下げるというのが非常に大事なことです。市の金をどれだけ減らすかとい

うことは、結局ここのお年寄りのところをどれだけ要介護状態に持っていかな

いか、健康で病院に行かないようにするか、これらの人数を減らすかというこ

とがポイントです。この本音の部分があまりにも隠されている、きれいな形で

表に出てくるからわかりにくい。例えば国保への投入は５０億円減らすために、

この施策で３０億円を使いますといったほうがわかりやすいと思います。とい

う背景が３７番にあるのかなと思って、いろいろ聞いていたのです。だからカ

バー率というのは非常に大事です。今言ったように。要介護のところをどれだ

けカバーして、そこから先に進行させないか、非常に大事なことだと思います。 
○廣瀬委員長 

 それでは、私からも評価について、若干説明させていただきますが、今重要

度のところで書いたことと、延原委員からのコメントとだいぶ重なっておりま

して、基本的にはご本人のクオリティ・オブ・ライフを維持すると同時に医療

費抑制によって市の財政にとっても非常に大事なことで、予防のためにお金を

使い、積極的に施策を展開して、成果が出るということは、実はそこに使った

ものに何倍もするような形で、財政的な効果も含めて成果が上がってくるとそ

ういうものだと思いますし、非常に重要なポイントだと思います。ですからこ

れは、重要度評価のポイントとして書いたことですが、他方でこれは案外難し
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いことで、なかなか延原委員から厳しくカバー率について見ておられますけれ

ども、例えば特定高齢者の方というのは、生涯を通してどちらかといえば運動

習慣がなかった方、あるいはそういうのを苦手とされている方が結果としては

なりやすくなりますので、その人たちをどうカバーするかということが非常に

大切なのですが、目標のカバー率として、少なくならざるを得ない部分もある。

他方で、一般の方のほうは、相対的に言えば、まだ、元気だし、それから相対

的に運動等についても普段から取り組まれている方が多いと思いますが、とは

いえ、最終的な目標値が８％ですかね、これは率直に言って私の感覚では、非

常に高いカバー率を目指していらっしゃるなという印象なので、しかも当初の

というより、最終の目標値よりも多い参加者をお集めになっていらっしゃると

いうことで、ａの９点といたしました。とはいえ、三浦委員がおっしゃったよ

うに、より重要であり、またそのままでいくと要支援、要介護とどんどん進ん

でいく率が高いのは特定高齢者ですから、そちらに対するより効果的な働きか

けを工夫していただくということがポイント、重要なことではないかと思いま

す。 
 数字はまだ出ませんでしょうか。それでは、ここで一たんペンディングにし

て、あとで数字が出た段階で、確定としたいと思いますが、一たん３８の項目

に入りたいと思います。 
 

（遊休地などを活用した、スポーツもできる多目的広場を倍増します。） 

 

「38-1 多目的広場整備方針の決定」 

「38-2 都市公園内のグラウンド等の個人への開放」 

「38-3 民有地を活用した多目的広場の整備」 

「38-4 「（仮称）スポーツふれあい広場」の整備」 

「38-5 大学との連携による多目的広場の整備」 

「38-6 農業関連施設へのスポーツもできる多目的広場の整備」 

 
○廣瀬委員長 

 ここで、提案なのですが、３８の枝番につきましては、いろいろな形で身近

な場所でスポーツができる場を設定していこうということで、実現手法とか、

どういうところを活用しようという対象において差はありますけれども、非常

に関連している施策ですので、質疑についてもまとめて行いたいと思います。

今日は２４項目ということもありますので、３８－１から３８－６まで、これ

につきまして、合わせて質問事項がありましたら、お願いしたいと思います。 
○延原委員 

 コメントで書いてありますが、３８－１，３，４の事業は、私から見ると、

一つにどこかでまとめればいいのにと思いますが、所管課が異なる合理的な理

由を説明してください。 
○所管課職員 

 この事業につきましては、部局横断的かつ関連する部局が密接に連携して取
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り組む必要があることから、関連する１０の課によりまして、プロジェクトチ

ームを組織しているところでございます。委員ご指摘の３８－１につきまして

は、さいたま市が所有する未利用地を多目的広場とするための整備方針を決定

するものでございまして、統括責任課でありますスポーツ企画課及び市有未利

用地の担当であります用地管財課が所管となっております。 
○延原委員 

 わかりました。プロジェクトチームを組まれて取り組まれたということで、

それでわかりました。 
○廣瀬委員長 

 それでは３８の枝番につきまして、何かありましたらお願いします。 
○町田委員 

 スポーツができる多目的広場ということで、すぐに僕がイメージしてしまう

のは、公園もそうなのですが、学校の校庭なのですね。それでそのプロジェク

トチームに学校教育部等が入っているのかどうかを聞きたいのと、学校校庭の

一般開放の検討というのはされているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思

います。 
○所管課職員 

 始めにメンバーの話ですが、学校開放等に関連する所管課としまして、スポ

ーツ振興課が入ってございます。しあわせ倍増プランの中では教育委員会の体

育課というところが所管課として記述されておりますが、本年の４月１日付け

で組織改正がございまして、スポーツ振興課が学校開放を所管しておりますの

でメンバーに入っております。それから学校開放に関して、学校の校庭の検討

の状況についてですが、研究会を本年の１月に設置しまして、その中で議論を

しているところでございます。 
○廣瀬委員長 

 それでは、他に質問がありましたらお願いします。それでは、私から一点お

聞きしたいのですが、これはどちらかといいますとコメントのところに書いた

ことに関連することなのですが、つまりこれだけ、こういう例えば今の未利用

地だとかさまざまなこういう目的に活用できる資源ごとに実現手段が違って

いるので、それぞれ項目が分けられているわけですけれども、それぞれの目指

すところというのは、身近なところで市民の皆さんがスポーツをできる場所を

確保しようということですが、地理的にも分布については、バランスというも

のが必要だと思いますし、逆に言うとたまたま資源がいろいろとあったところ

に固まってできて、それ以外のところにはなかなかできないということですと、

同じ箇所数ができたとしてもあまり実質的な成果は下がってしまうというこ

とになりますので、そういう調整なりですね、という場があるのかどうかとい

うことと、それぞれの項目に目標値というものがあるわけですけれども、それ

はそういう分布も勘案した上で、この領域で実際にはこういうところに分布を

していて、それでいくつくらいとか、それでそういう目途があっての数字なの

かどうか、このあたりをお願いいたします。 
○所管課職員 
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 平均化の話になるかと思いますが、こちらにつきましても先程申し上げまし

たプロジェクトチームの中で検討を進めていきたいというふうに思っており

ます。 
○廣瀬委員長 

 あるいはこの目標の数字の中で、その枠の中で、箇所ということについては、

確定をしているわけでは。おそらく、プランの中では確定はしていないのでし

ょうから、その中でそういうところは調整は図っていかれると。それでそれは、

そのチームの中でそういう体制があるということでよろしいでしょうか。 
○所管課職員 

 はい。 
○栗原委員 

 ３８－３の民有地を活用した多目的広場の整備というところで、これに関し

て何がどうということではないのですが、こういったケースの場合、貸主、貸

す側に対して、何かメリットみたいなものがあるのでしょうか。 
○所管課職員 

 数は失念してしまったのですが、今でも多くの民地をお借りして、公園とい

う形で使わさせていただいております。その場合に、固定資産税の減免という

形を取らさせていただきますので、貸してくださる地主さんにとってもそれな

りのメリットがあると考えております。 
○伊藤（麻美）委員 

 もしかして私の誤解かもしれないのですが、農業関連施設にスポーツもでき

る多目的広場を整備となっているのですが、食料自給率の関係もある中で、本

当にスポーツだけにしてしまって大丈夫かなと、その辺はバランスを考えてい

らっしゃるのでしょうか。 
○所管課職員 

 倍増プランに記載しております農業関連施設は３か所ございますが、これら

はすべて現在の農村施設の中の芝生広場等がございまして、耕作をしている場

所ではございません。そこの部分について多目的広場として活用していくとい

う検討をしております。 
○猪野委員 

 ３８－５で大学との連携による多目的広場の整備がありますが、今検討の中

でどの辺の大学が、埼玉大学以外で候補に上がっているのかということと、先

程、栗原委員から質問があったように貸したことによって例えば資金の流れと

かがあったのかどうかお聞きしたいと思います。 
○所管課職員 

 ２１年度につきましては埼玉大学と交渉を進めさせていただいたところで

すが、今後、日大ですとか、芝浦工業大学等の市内の大学と交渉を進めていき

たいというふうに考えております。それから、資金の流れというのはどのよう

なことを意図されているのでしょうか。学校への補助金のようなものですと、

そういった補助金でお出しするといったような考えはございません。整備につ

いては市のほうで整備をさせていただきますが、それについて、それ以外の部
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分での資金の運用というのは考えておりません。 
○三浦委員 

 ３８－３の情報交換プラットフォームというのは、民有の未利用地情報を集

めるための土地所有者と市とがホームページ等を活用して情報交換を行うシ

ステムと書いてあるのですが、それだけのために情報交換プラットフォームと

いうホームページをつくるのは何か目的に対して手法が大仰なような気がす

るのですが、もう少し、利用し始めた後の運営にも使えるとか、何かプラット

フォームというからにはもう少し使いこなしの機能を膨らませて考えていい

のではないかと思いますが、どちらにしろ未利用地の情報を集めるだけでいい

のでしょうか。 
○廣瀬委員長 

 まずはどのようなものなのかというのをちょっと、ご説明いただいたほうが

いいかと思います。 
○所管課職員 

 今、さいたま市における公園面積が非常に少ないので、公園を増やそうとい

うことで頑張っているところなのですが、その中で歩いていける身近な公園、

具体的には大体住区基幹公園の中で２５０ｍ圏内に公園がないようなところ

を官有地だとかそういったところを買収をかけてですね、公園にしていくとい

うことを進めております。そういった中で、市はこういうところに公園用地を

求めていますよということを情報発信するために、このプラットフォームとい

うものをホームページ上に載せていきたいと。具体的にはどこでも公園用地が

欲しいというと、公園があるところでも土地を売りたい方がいるとそれを買っ

てくださいと来たときにいらないと言えなくなるので、そういった市域の図面

に丸を書いて色分けをして、この部分で公園の用地に適したものはございませ

んかと聞く意味で、プラットフォームという形で情報発信していきたいと考え

ております。それから、２点目の運営も含めたということもございますので、

今後はその辺もまずは出してみて、それから委員さんから指摘もありましたが、

運営もできるのかどうかとそういったものも付加価値的にできれば考えてい

きたいと思っております。 
○廣瀬委員長 

 それは市のホームページの中の一コーナーとして構想されていると、で特に

コストをかけないでやろうということですよね。 
○所管課職員 

 さいたま市のホームページがございまして、私ども、都市公園課の場所もご

ざいますので、そこのところにアップしていきたいと。新たに大きいシステム

をつくってということではございません。 
○三浦委員 

 わかりやすく言うと、土地が欲しいマップを出すということですね。 
○所管課職員 

 そういうことでございます。 
○町田委員 



 - 24 -

 先程質問した学校開放の質問に関連してなのですが、今議論をされていると

いうことですが、例えば３８－２に関連してですが、学校の校庭を開放する場

合、その登録団体ですとか、ある程度の地域団体などにはやはりある程度開放

して使わせているというのが現状としてあるわけなのです。それで、個人への

開放ということで使いたいときにいつでも、キャッチボールやろうよとか、サ

ッカーボールを蹴飛ばしてやろうよとかいう時に、誰でも気兼ねなくいつでも

使えるような場所というのが、非常に少なくなってきていて、そういったニー

ズに学校などがすごく良いのではないかと日ごろから思っていますし、仲間内

でも話しています。実際そのあたりの実現可能性というのは、議論されている

という中で構わないので、学校運営の関与とかいうのもあるのでしょうが、ど

れくらいの実現可能性があるものなのか参考までにお聞きしたいと思います。 
○所管課職員 

 学校開放につきましては、今委員ご指摘のとおり、管理運営上の問題が非常

にございます。そういった部分がございますので、この研究会からご提言をい

ただいた中でも、さらに関係機関等を含めた形で検討が必要だとご提言をいた

だいているところでございます。それを受けてさらに検討を進めている、ご議

論をいただくような方向でございます。 
○延原委員 

 次の項目の関係ですが、先程、項目３８はプロジェクトチームをつくってや

っているという説明でしたが、次の項目３９について、多分こちらもプロジェ

クトチームを組んでいるのだろうと思いますが、相互の連携はないのですか。

３９というのは危機管理のほうです。ここも大きな広場を使った避難体制の問

題です。ですから基本的に同じ場所になるはず。この観点から３８と３９のプ

ロジェクトチームというのはまったく相互交流はないのですか。 
○事務局 

プロジェクトチームにつきましては、先程も申し上げましたようにさまざま

な多くの所管が集まったものについて効率的に進めるために組織したもので

す。危機管理のほうについては、危機管理部のほうでほとんど同じ部署で担当

しておりますので、プロジェクトチームは設置しておりません。 
○延原委員 

 ３９の所管が３８の所管のところへは全然出ていないのですか。 
○事務局 

 多目的広場と防災の広場とは同じようなものだという、多分ご質問だと思い

ますが、そこのところは使う場所は同じなのですが、目的が違うということで、

リンクはしておりません。 
○延原委員 

 リンクしておいた方がいいような気がします。どうせ同じところを使うので

すし、それと、３８番の小さな広場でも３９番の避難箇所にはなるはずなので。

コメントです。お役所の中のタテ割り制度がどうなっているのか知らないから、

リンクしておいた方が効率がいいですよというサジェスチョンです。 
○所管課職員 
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 避難場所につきましては、宿泊などもできる避難所になっているところと、

一時避難場所ということで、災害があった直後に取りあえず応急的に避難して

くるということでの公園などがございまして、さいたま市では一時避難場所と

して公園を指定しておりまして、そこの多目的広場というものについては、一

時集合場所ということで地域の自治会の皆さんなどがお近くの広場に一たん

集合するためにお使いいただくようなところとして、考えてよろしいかと思い

ます。避難場所として指定するようなところは、ある程度面積的にも大きいと

ころを指定しておりまして、多目的広場として考えているようなところについ

ては、防災面でもちろん利用はできるものですが、それは地域の方々が、独自

にここを利用しようというように、考えていただく場所として、ご利用いただ

ければと思っております。 
○廣瀬委員長 

 それでは、他に何かありますでしょうか。では、評価の内容について入って

いきたいと思います。まず、３８－１ですが、進捗度については現段階で全員

がｂ、それから得点につきましては１１名が７点で、１名が６点となっていま

す。これについて、ご発言がありましたらお願いします。また、変更がありま

したらお願いします。 
それから、これは確認ですが、栗原委員からのコメントの中で、工程表によ

れば新設整備の段階で２２年度の早いところから矢印が入っているのが左側

のプランですね。右の方の工程表は２２年度の真ん中からの矢印になっていま

して、これを遅れと判断しましたということなのですが、これについてはどう

なのでしょうか。 
○所管課職員 

 先程も申し上げました管理運営の研究会を１月に設置させていただいたの

ですが、その中でご議論いただくのに時間を要したことから、半年程度遅れが

生じていった状況でございます。 
○廣瀬委員長 

 それでは、評価につきまして、何かご発言がありましたらお願いします。変

更はありますでしょうか。では、進捗度につきましては全員ｂですので、ｂで

確定。それから、達成度につきましては１１名が７点、１名が６点で平均が６．

９点ということで確定したいと思います。 
 次に３８－２ですが、これは進捗度については全員がｂ、得点については全

員が７点となっています。ここの評価について、何かご発言、あるいは修正が

あればお願いします。では、特にないようでしたら、これはｂで確定をして、

７点で確定をしたいと思います。 
 次に３８－３ですが、これも進捗度については全員がｂ、得点については全

員が７点となっています。これについて、何か発言、修正等ありましたらお願

いします。それでは、進捗度をｂ、得点を７点で確定をしたいと思います。 
 次に３８－４ですが、これも進捗度については全員がｂ、得点については全

員が７点となっています。これについて、何か発言ありますでしょうか。よろ

しいでしょうか。それでは、進捗度をｂ、得点を７点で確定をしたいと思いま
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す。 
 次に３８－５ですが、これも進捗度については全員がｂ、得点については全

員が７点となっています。これについて、何か発言、修正等ありましたらお願

いします。それでは、進捗度をｂ、得点を７点で確定をしたいと思います。 
 次に３８－６ですが、これも進捗度については全員がｂ、得点については全

員が７点となっています。これについて、何か発言、修正等ありましたらお願

いします。それでは、進捗度をｂ、得点を７点で確定をしたいと思います。 
 では、一たん先程の３７－２に戻りたいと思いますが、数字について説明を

お願いします。 
○所管課職員 

 ６５歳以上の７月１日現在の人口から推定した値でございますが、一般高齢

者が１５万６，３０２人で、教室に参加した方が１万７，４８１人ですので、

１１．１８％のカバー率になります。また、特定高齢者は、対象者数が３万８，

８３２人で、参加者が１，２２８人ですので、３．１６％です。次に、水中運

動教室ですが、対象者数が６万４，１２２人で、１５２人の方が参加されてい

ますので０．２％となります。 
○廣瀬委員長 

 では、それを踏まえて評価をお願いします。 
○延原委員 

 だれかサジェスチョンをください。今説明のあったカバー率は高いのですか、

低いのですか、普通なのですか。 
○廣瀬委員長 

 それについては、類似市との数字の話を先程ご発言なさっていましたけれど

も、例えば政令市間の比較でいうとどれくらいに当たるのかというと、数字で

ますか。 
○所管課職員 

 今細かい数字は出ていないのですが、平成２１年度の実績では、大阪市、名

古屋市に次いで、３番目にさいたま市が入っております。 
○延原委員 

 カバー率が高いと。 

○所管課職員 

 カバー率ではなく、あくまでも参加者数です。 

○延原委員 

 ずいぶん人口が違いますから何の比較にもならないです。でも、まあさいた

ま市が１００万ですから、大阪市、名古屋市に次いでいるならば結構です。も

との点数で結構です。ただ、こういうのはやはりカバー率というか、ベースの

数字に対して、さいたま市が胸を張るのだったら、そこを表現してくださいよ。

絶対人口比較ではないと思います。 

○廣瀬委員長 

 それでは、延原委員はａの９点ということで確定をしてよろしいでしょうか。

それでは、ａの評価が１０名、ｂの評価が２名、９点が１０名、８点が２名と
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なっております。この評価結果について、発言あるいは修正があればお願いし

ます。ないようでしたら、ａが１０名、ｂが２名ですので、進捗度はａで確定

をし、９点１０名、８点２名の平均で８．８点で得点のほうは確定をしたいと

思います。 

 それでは、次の項目に移ります。 

 

（万全な危機管理体制を構築します） 

 

「39-1 総合防災情報システムの構築」 

 

○廣瀬委員長 

 これについて、質問がありましたらお願いします。これは導入の検討に入る

ということですが、よろしいでしょうか。それでは評価の内容に入っていきた

いと思いますが、これにつきましては全員がｂの評価で、全員が７点。まあ、

システムの導入・検討を予定どおりに進められているということで、工程表ど

おりの進捗への評価になっております。この評価について、何かご発言があり

ましたらお願いします。 

○延原委員 

 市長マニフェストとは無関係に、２４年度に達成というのは遅すぎると思い

ます。もっと資金投入を早めていただきたい。市民を守るというのは市にとっ

て一番大事なことであって、それの根幹となるサーバーシステムのところです

から。これは意見です。金は掛かってもここは早めてください。 

○廣瀬委員長 

 他の指定都市の導入状況が資料に出ておりますけれども、かなり導入済みあ

るいはまた整備中というところも３市ということですので、ぜひ積極的に進め

ていただきたいと思います。 

 他に変更等ないようでしたら、全員ｂですので、進捗度はｂ、得点は７点で

すので、７点で確定をさせていただきたいと思います。 

 それでは、次の項目に移ります。 

 

（万全な危機管理体制を構築します） 

 

「39-2 危機事案発生時の初動体制の確保」 

 

○廣瀬委員長 

 これにつきまして、質問がありましたらお願いします。橋本委員からは、今

までは携帯メールの使用はなかったのですかという質問がコメントの中に書

いてありますが。 

○橋本委員 

 非常に重要な事案でですね、これを読んでいて非常に不安になってしまいま

して。携帯電話のシステムを構築しました、平成２２年２月にとなっていて、
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課題のところで、「実際に市対策本部等を設置する災害等が発生していないた

め、運用実績がなく、対象となる幹部職員に対して、危機発生時における迅速

な返信も含め、参集に関する指導・訓練を今後も継続して行う必要があります」

と書いてありますが、市民から見るとすごく不安になるところで、意見として

は、これは重要な課題としてお金をつぎ込んで早急にやるべき課題ではないか

というふうに感じます。それで、災害時の携帯メール送信等はそれまでは、実

際に運用されてこなかったのかどうかというところを教えていただきたいと

思います。 

○所管課職員 

緊急時の参集システムにつきましては、以前までは電話で参集をかけており

ました。現在は幹部職員については、職員参集システムによりメールを一斉配

信できるようになりました。 

○栗原委員 

 関連して、ここの携帯メール送信というのは、市のほうで公的な携帯を貸与

するというような、そういうことではないのでしょうか。 

○所管課職員 

 貸与している場合もありますが、個人携帯の方に送信しています。 

○栗原委員 

 これ、本当に緊急なときに連絡をしなければいけないということで、何かそ

れを個人のものに送るのもどうなのかなと。例えば、もうポケベルはなくなっ

てしまいましたけれども、それでもまだポケベルを使ってやっているところも

あるはずで、やはりあれはどこであっても着信しますので。そういったことを

考えると、ここまでの総合防災情報システムの構築の中にそういったシステム

を組み込むべきではないかなと。必ず持ち歩く、必ずそれがつながるようにす

るというところでやらなければ、危機管理にはならないのではないかと思いま

す。これは意見ですが。 

○延原委員 

 私も同意です。公用に使うものを私用の携帯で行わせるということ自体がお

かしいと思います。公用で幹部は絶対的に集めなければいけないのであったら、

それを公用の携帯というか、通信システムを持たせなければだめです。大した

金ではないですから。 

○所管課職員 

 災害対策本部の一部の本部員に対しましては、公用の携帯電話を配付いたし

ております。それ以外の職員に対しては、まだ配付ができておりませんので、

私用の電話にメールを送っております。 

○廣瀬委員長 

 対策本部のメンバーになっている方は、公用を持っているけれども、それ以

外の管理職の方は、幹部の方は、組織的に公用のものは配付するという体制に

はなっていないということですね。 

 他に質問や評価に対する発言がありましたらお願いします。 

○延原委員 
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 私、さいたま市に住んでいて、今の説明を聞いて非常に不安に感じたのです。

例えば東京都もそうだし、神戸市も、対策本部が設置されるところに徒歩で５

分か１０分で行ける場所に職員を強制的に住まわせるというシステムになっ

ています。さいたま市もやっているのですか。 

○所管課職員 

 さいたま市も行っております。 

○延原委員 

 何人くらいですか。 

○所管課職員 

 ２名です。 

○延原委員 

 たった２名ですか。それは神戸市や東京都はもっと多い人数を強制的に住ま

わせています。そういうのはもっと、市民としては金をかけて欲しいという気

がします。大した金ではないと思いますから。それはご一考ください、栗原さ

んと同じ意見です。 

○廣瀬委員長 

 では、他に評価についてご発言はありますでしょうか。では、この項目につ

いては１２名全員がｂですので、ｂで確定。点数は１２名が７点ですので７点

で確定をいたします。 

 それでは、次の項目に移ります。 

 

（万全な危機管理体制を構築します） 

 

「39-3 防災ボランティアコーディネーターの養成と避難場所運営体制の

構築」 

 

○廣瀬委員長 

 この項目について、ご質問がありましたらお願いします。 

○三浦委員 

 取組内容に公民館を除くすべての避難場所に避難場所運営委員会を設置し

ますと書いてあるのですが、私が承知している限りでは、公民館は高齢者、障

害者優先の避難所に指定されていると思います。その高齢者、障害者優先の避

難所の避難場所運営体制というのはどのように検討されているのか教えてい

ただければと思います。 

○所管課職員 

 公民館につきましては、避難場所となるときに公民館職員が避難場所の運営

を行うことになっておりますが、一般の小中学校のような学校を利用した避難

場所と異なりまして、規模の点から災害時の要援護者優先という位置付けで主

に５０名程度の避難者を想定して整備をしているところでして、避難場所運営

につきましては、大勢が千人規模で集まる避難場所の地域の人たちに作っても

らう運営委員会の設置とは別に、そこに要援護者として公民館で避難生活を送
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っていただくところには、災害対策本部から応援を出して運営をしていくとい

う考えです。 

○三浦委員 

 もう一点。避難場所運営体制の構築ということでの質問なのですが、公民館

に加えてコミュニティセンターというのがさいたま市には各所にありまして、

市民の目から見ると同じような施設に見えると思います。それで当然災害があ

ったときに、被災者が押し寄せると思いますが、公民館はまだしも直営という

か、市の専業職員がいらっしゃると思いますが、土日は勤務されていない。そ

れからコミュニティセンターについては、指定管理者になっており、その辺で

防災課さんのほうで考えている避難場所としての立ち上げないし対応は、どの

ように考えていらっしゃるのでしょうか。 

○所管課職員 

 コミュニティセンターでも規模の大きなところについては、文化センターの

ような規模のところでは、避難場所として指定をしているところもございます。

ただ、指定管理者のコミュニティセンターというところも新しいところでは多

くなっていますので、そちらの方では特に避難場所として指定はしておりませ

んで、指定している学校などに避難をしていただくと。管理上の問題もござい

ますので、コミュニティセンターについて、今指定されているコミュニティセ

ンター以外で新しくは指定しておりません。また、利用するというよりはそこ

は使わないで、避難場所の方へ避難してもらうように、誘導するという考えで

す。 

○三浦委員 

 それでは意見として、実際に被災した地域の現状や災害時の市民の心情から

考えると、ここは避難所ではないからあっちに行ってくださいという対応は相

当困難だと思いますので、まずは被災者が押し寄せるという前提で、平時の施

設管理者に対して、何らかのマニュアル配布とか、対応の徹底を図らないと思

い描いていらっしゃるような運営には至らないと思いますので、その辺はご配

慮いただければと思います。 

○所管課職員 

 ご意見として参考にさせていただきます。 

○廣瀬委員長 

 では、他にこの項目につきまして、ご質問がありましたらお願いします。で

は、評価ですが、２名がｂ、１０名がｃとなっております。得点につきまして

は、７点が１名、６点が１名、５点が６名、４点が３名、３点が１名という形

で、連続しておりますけれども、かなり幅広く分布をするという得点になりま

した。この評価についてご発言がありましたら、お願いをいたします。また、

評価の変更がありましたらお願いします。それでは、進捗度については、ｂが

２名、ｃが１０名ですので、これについてはｃで確定。それから点数の分布に

ついては連続しておりますので、７点１名、６点１名、５点６名、４点３名、

３点１名で、平均値が４．８点となりますので、この４．８点で確定をしたい

と思います。 
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 それでは、予定していた項目をあと６項目残して終わりますが、十数項目ず

つここのところ評価しておりますので、大体そのペースはやってきましたが、

ちょっと及ばなかったということになりましたが、次回に残り３９－４以降を

送りまして、その上でそれ以降の項目を見ていくということにしたいと思いま

す。 

 

３ その他 

○廣瀬委員長 

それでは、議題３ その他に入りますが、委員の皆さんから、何かありまし

たら、お願いします。 

○延原委員 

 前回、回答いただいていないですが１２月の市民評価報告会の時間は決まり

ましたか。 

○事務局 

 １２月１８日のことですが、基本的に１０時開演で１１時４５分までという

のを想定してございます。これは１２時に会場を明け渡さなければいけません

ので。１時間４５分というふうに考えてございます。 

○延原委員 

 １０時スタートですね、はい。 

○廣瀬委員長 

 他に委員から何かありますでしょうか。では事務局から何かありますか。 

○事務局 

次回の委員会日程等について、ご説明させていただきます。 
ただいま、皆さんのお手元に、前回、９月２９日に開催されました、第６回

市民評価委員会の会議記録を配付させていただいております。お手数ではござ

いますが、各委員さんでご自分の発言内容をご確認いただき、修正等何かござ

いましたら、次回開催の１０月２８日の委員会までに事務局へ提出いただきた

いと思います。また、前回、第５回市民評価委員会の会議記録を配付いたしま

したが、既にメールでご回答いただいた方もおられますが、紙で提出される方

で、本日、お持ちになられた方がいらっしゃいましたら、この後、事務局まで

提出願います。 
次に、次回の委員会日程についてですが、第８回の市民評価委員会につきま

しては、１０月２８日（木）１８時３０分から、場所は、今日と同じく中央図

書館イベントルームを予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 
また、評価資料につきましては、次回開催分を今日の委員会終了時にお渡し

をいたしますので、委員の皆様におかれましては、お持ち帰りをいただきまし

て事業の評価を行っていただきたいと思います。 
皆さんから提出いただきました事前評価シートにつきましては、取りまとめ

ができ次第、次回の委員会が開催される前までに、メール、または郵送により、

各委員さんへ送付させていただきます。また、何かお問合せがありましたら都

市経営戦略室までご連絡ください。以上でございます。 
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４ 閉 会 

○廣瀬委員長 

今、次回以降の日程についてご説明があったところですが、何か質問ありま

すでしょうか。では、以上を持ちまして、第７回しあわせ倍増プラン２００９

市民評価委員会を終了いたします。どうもお疲れ様でございました。 


